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パブリックコメント手続の実施結果について 

１ 案件名 

  これからの平塚市図書館運営のあり方（素案） 

 

２ 案件の概要 

 平塚市教育委員会では、中央図書館、地区図書館及び移動図書館がどうあるべきかについての方向

性をまとめた、「これからの平塚市図書館運営のあり方」を作成しました。 

 

３ 募集概要 

（１）意見の募集期間 

令和３年２月８日（月）～令和３年３月９日（火） 

（２）意見の提出方法 

持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール 

 

４ 実施結果 

（１）提出意見数 

個人から １９ 人 ５９ 件 

団体から ３ 団体 ８ 件 

合計   ６７ 件 

（２）意見内訳 

項目 件数 (件) 

第１章「これからの平塚市図書館運営のあり方」について 

１ 策定の趣旨、２ 策定の背景、３ 位置づけ、４ 期間 ４ 

第２章 平塚市図書館の現状 

１ 施設 ０ 

２ 資料 ２ 

３ 利用状況 ２ 

４ サービス ０ 

５ 来館出来ない人へのサービス事業 １ 

第３章 平塚市図書館の課題の把握 

１ 施設面における課題 ５ 

２ 資料面における課題 ５ 

３ 利用面における課題 ０ 

４ サービス面における課題 ６ 

５ 来館出来ない人へのサービス事業における課題 １ 

第４章 基本理念と目指す方向 

１ 基本理念と目指す方向 ３ 

２ 各館の役割 １ 

３ ３つの目指す方向 １ 多様な利用者をカバーする図書館サービス網の構築 １２ 

２ 時代のニーズに合わせた図書館への転換 ３ 

３ 豊かな学びを支援する図書館 ７ 

全体、その他 １５ 

合計 ６７ 
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（３）意見への対応区分 

項目 説明 件数 (件) 

ア：反映 意見を受けて計画案等を修正したもの ６ 

イ：反映済み 既に計画案等に記載されているもの又は既に対応しているもの １１ 

ウ：参考 取組を推進する上で参考とするもの ４４ 

エ：その他 意見募集の範囲と異なるもの、反映が困難なもの、質問など ６ 

合計 ６７ 
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５ 意見対応表 

番号 項目 市民意見の概要 市の考え方 
対応 

区分 

１ 

 

第１章 

２ 策定の背景 

計画書全体を通して、「サービス」とい

うことばに引きずられ、社会教育法第九

条に示されている「社会教育のための機

関」という図書館本来の役割を果たすと

いう基本理念が薄らいでいるように思

えます。もう一度、本来の目的である、

図書館が育む一生涯にわたる人づくり、

まちづくりの展望を見据えたうえで、こ

れからの運営のあり方を再検討してく

ださい。 

具体的には、P4・34「誰もがいきいきと

学べ、自慢できる『お役立ち図書館』」と

いう標語を変え、８つの目標を見直して

ください。図書館法第一条に掲げられた

「社会教育法（昭和二十四年法律第二百

七号）の精神に基き」を入れてください。

また、「自慢できる」というのは、ほかと

比べ優劣を意識したことばなので公共

施設の基本姿勢として適切でない表現

だと思います。 

たとえば「社会教育法の精神に基づき、

市民が生きる力を身につけ、生き方を学 

ぶための情報、資料を提供する図書館」

など、図書館本来の設置目的にふさわし

い標語に変更し、各目標を立て直してく

ださい。 

お示しいただいた公立図書館一般の基

本的役割や理念を基に、この素案では、

平塚市図書館の運営面から方向性を捉

えております。 

 

 

 

 

 

 

素案の中の「平塚市図書館サービス方

針」については、より多くの市民にも図

書館に親しんで愛着をもっていただき

たいという思いから、2018年 12月に策

定したものです。今後見直す際の参考と

させていただきます。 

ウ：参考 

２ 

 

第１章 

２ 策定の背景 

 

 

P4「平塚市行財政改革計画」の中で既に

地区館３館を 2022 年度から指定管理者

制度の導入計画をすすめています。もう

目の前に迫っていることです。ですから

このことを市民にきちんと知らせ、指定

管理者制度の導入する理由を詳細に伝

えるべきだと思います。 

令和４年度の地区図書館への指定管理

者制度の導入に向けて取組を進め、導入

前には広報ひらつかや市及び図書館の

ホームページ等を利用し周知してまい

ります。 

ウ：参考 

３ 

 

第１章 

２ 策定の背景 

社会教育法第九条に示されている「社会

教育のための機関」という図書館本来の

役割、基本理念を踏まえ、あらためて、

これからの運営のあり方を見直してく

ださい。 

お示しいただいた公立図書館一般の基

本的役割や理念を基に、この素案では、

平塚市図書館の運営面から方向性を捉

えております。 

 

ウ：参考 
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４ 

 

第１章 

２ 策定の背景 

P4・34「誰もがいきいきと学べ、自慢で

きる『お役立ち図書館』」という標語、８

つの目標を見直してください。 

標語の冒頭には、図書館法第一条に掲げ

られた「社会教育法（昭和二十四年法律

第二百七号）の精神に基き」を入れてく

ださい。また、「自慢できる」というの

は、ほかと比べ優劣を意識したことばな

ので公共施設の基本姿勢として適切で

ない表現だと思います。社会教育施設で

あることを踏まえたうえで、目標を設定

し直してください。 

素案の中の「平塚市図書館サービス方

針」については、より多くの市民にも図

書館に親しんで愛着をもっていただき

たいという思いから、2018年 12月に策

定したものです。今後見直す際の参考と

させていただきます。 

ウ：参考 

５ 

 

第２章 

２ 資料 

P13「2資料（1）所蔵資料の状況「平塚

市では地区図書館（ハード面）が充実し

ている反面、運営経費が多くかかるた

め、図書購入費にも影響が及んでいる」

との記述について 

運営経費、つまり管理費の影響によって

資料費が減少していると説明されてい

ますが、果たして本当でしょうか。資料

費決算額ベース（『神奈川県の図書館』

の数字）でみると、平成 21年度 65,581

千円だったものが平成 30年度 32,335 

千円と半減しています。この激減状況は

運営経費＝管理費の増で理解できる金

額ではありません、他に資料費激減の要

因を分析すべきです。更に言えば、人口

20万未満市区の平成 29年度資料費決算

額平均は 40,310 千円で、その金額にも

及んでいないことはやはり深刻だと考

えます。ここまで激減すると、資料提供

の質（レファレンスの質低下等）に悪影

響を及ぼしていると推測します。 

図書購入費については、図書館運営に必

要なものであることから、引き続き予算

の確保に努め、魅力ある蔵書の構築を目

指してまいります。また、従来の紙媒体

の資料とデジタル資料を補完し合いな

がら総合的に資料費を確保し、時代のニ

ーズにあった蔵書構成へと充実してま

いります。 

ウ：参考 

６ 

 

第２章 

２ 資料 

P14「バランスをもって」は正しい言葉遣

いではないのではないか. 

P14「バランスをもって」という表現を削

除します。 

ア：反映 
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７ 

 

第２章 

３ 利用状況 

P16の「（１）各館来館者数」は、延べ人

数かと理解しています。実人数だと、ど

のようになるでしょうか。 

P16の「（１）各館来館者数」は、世代ご

との来館者数のようなものは把握され

ているでしょうか。特に、学生世代の来

館者数の傾向は、いかがでしょうか。 

各館の来館者数については、図書館の入

り口にカウンターを設置し、延べ人数の

み計測しています。貸出を利用されない

方も自由に出入りできるため、実人数や

世代等の詳細の情報は把握していませ

ん。 

エ： 

その他 

８ 

 

第２章 

３ 利用状況 

P20のアンケート結果によると「図書館

を使わない」という人が一番多かったと

いうことですが、もともと本を読まない

という人もいますが、図書館は使い慣れ

ていないととても敷居が高いものです。

小学校等で図書館の使い方を教えるこ

とも重要ですが、図書館職員が図書館 

で利用者を待っているのではなく、他の

行政機関とタイアップしてイベント等

でブックトークなど本の紹介をし、図書

館利用の案内をすることも必要です。 

現在図書館を御利用いただいていない

方にも気軽に図書館を御利用いただけ

るよう、他課や他イベント等とも連携し

事業を計画してまいります。 

ウ：参考  

９ 

 

第２章 

５ 来館出来な

い人へのサー

ビス事業 

P27「土屋公民館実証実験」ですが、土屋

公民館の図書スペースを見てきました。

図書館の新着本（新刊本ではない）がほ

んの少し配架されているだけでそれ以

外は図書館の蔵書ではありませんでし

た。これが実証実験と目を疑いました。

置く本は全部図書館の蔵書にすべきで、

今まで図書館サービスの恩恵を受けら

れない地域だからこそ、配架する本には

力を入れてほしいです。そのためにはき

ちんとした予算を確保し団体貸し出し

の蔵書を増やすことが必要です。 

また、図書館から遠い人がインターネッ

ト等で予約した本を身近な施設で受け

取れることは移動図書館の廃止を待た

ずに至急実現してください。 

限られた予算や環境の中、図書館職員と

公民館職員、市民ボランティアが協力

し、できる限りの図書のサービスを提供

しようと試行錯誤し実施しました。土屋

公民館での図書の貸出冊数が大幅に増

加したという結果を前向きに捉え、より

魅力的な公民館図書室となるよう今後

も検討してまいります。 

また、予約資料の受取場所の増設につい

ては早急に取り組んでまいります。 

ウ：参考 

１０ 

 

第３章 

１ 施設面にお

ける課題 

施設の老朽化は利用者や資料の安全面

から重要な課題であるが、民間施設との

複合化や委託は、利益追求の民間と公共

施設は根本的に目的が異なるため、問題

である。限られた財政状況だとは思う

が、市全体の財政を検証し、平塚市民と

限られた財源の中でも、市民の安全が確

保され、市民が幸せな暮らしを実現する

ことができるまちを目指すには、市民、

企業、行政など様々な主体が適切な役割

分担の下で連携し、力を発揮できること

が重要です。今後も持続可能な行財政及

ウ：参考 
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市の文化の要である図書館へ、より多く

財源を確保して欲しい。 

び図書館運営をしていくために、長期的

な展望を見据えつつ、「選択と集中」の

考え方を基本とし、各施策を進めていく

必要があります。 

１１ 

 

第３章 

１ 施設面にお

ける課題 

P29に「快適な読書環境の確保」とあり

ますが、居心地の良い場所も必要です

が、その場所が安心安全できる建物かど

うかとうことはとても重要です。２月 13

日にも大きな地震があり、新聞に福島県

新地町図書館の写真が掲載されていま

した。（書架の本がすべて落ちているも

のです）建物の耐震化はもちろん本の落

下防止もとても重要なことです。どちら

も一歩間違えば命にかかわることだか

らです。私は東日本大震災の際、震度６

弱の地域で図書館の１Fにおりました。

その体験から図書館の耐震対策はとて

も重要だと感じております。 

施設の耐震化や修繕に関しましては、平

塚市公共施設等総合管理計画（平成 27

年 11 月策定）や今後策定予定の「平塚

市公共施設等個別施設計画」に基づき実

施してまいります。 

また、本の落下防止については、一部書

架には落下防止テープなどで対策をし

ておりますが、再度安全面を見直してま

いります。 

ウ：参考 

１２ 

 

第３章 

１ 施設面にお

ける課題 

P29の説明について、私は、本市図書館

政策において新図書館を整備する決定

的なチャンスがあったのでは？と考え

ています。それは市役所新庁舎建設で

す。新庁舎内に中央図書館フロアを整備

する。新館で施設の老朽化を解消でき、

市庁舎は最も不特定多数の市民が集ま

る場所であり、多様な市の政策とリンク

することで、新機軸の図書館政策が展開

できた可能性を想像すると、本当に悔や

まれます。 

新庁舎は、平塚市新庁舎建設基本構想に

おいて、国の庁舎と一体的に整備するこ

ととされました。今後は、市民が集まる

場所や多様な市の政策とリンクさせ、図

書館運営を検討してまいります。 

ウ：参考 

１３ 

 

第３章 

１ 施設面にお

ける課題 

P29（２）について、中央館は平塚市の顔

になると思います。建築年数も長く、ハ

ード面だけでなく、ソフト面も充実させ

てほしいです。北欧の図書館のような市

民が集いやすい総合的な開かれたスペ

ースを現在の文化施設のなかに作って

もらうのが理想です。 

ゾーニングを含めた図書館内のフロア

の活用を検討してまいります。 

イ： 

反映済み 
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１４ 

 

第３章 

１ 施設面にお

ける課題 

P29（２）図書館の施設整備の方向性の検

討について、中央図書館は耐震補強か建

て替えか、いずれにしても早期の計画決

定、実現を目指してください。 

施設の耐震化や修繕に関しましては、平

塚市公共施設等総合管理計画（平成 27

年 11 月策定）や今後策定予定の「平塚

市公共施設等個別施設計画」に基づき実

施してまいります。 

ウ：参考 

１５ 

 

第３章 

２ 資料面にお

ける課題 

 

P30「２ 資料面における課題」に関して、

館内の検索端末で開架にあるとされた

書籍が見つからないことが、時々ありま

す。たまたまの可能性もあるものの、利

用が少なそうな書籍だったり、別の時に

探しても同様であったりすることがあ

るため、全部がそれだけではない気がし

ています。管理の正確性が高められるよ

うであれば、望ましいです。 

書架については、適宜スタッフが整理

し、所定の場所に資料を戻すように心が

けています。また年に一度、図書館で所

蔵している全ての資料について点検し

ております。今後、資料へのＩＣタグ貼

付等による蔵書管理も視野に検討を進

めてまいります。 

 

ウ：参考 

１６ 

 

第３章 

２ 資料面にお

ける課題 

P13に平塚市と他の６市との図書購入費

と雑誌・新聞等の定期刊行物購入費の比

較が掲載されています。他市では 10 年

間で約２割の減少が、平塚市では図書館

年鑑（らぽーる）によりますと約５割の

減少になっています。これでは市民ニー

ズにあった資料収集などとてもできま

せん。図書館に行っても出会える本が少

ないため、利用者の減少につながってし

まいます。今後は資料費の増額を重点目

標に据えてください。 

今後、電子図書館や地域資料のデジタル

アーカイブ等の導入も検討しています。

従来の紙媒体の資料とデジタル資料を

補完し合いながら総合的に資料費を確

保し、時代のニーズにあった蔵書構成へ

と充実してまいります。 

ウ：参考 

１７ 

 

第３章 

２ 資料面にお

ける課題 

出版された本があっという間に世に出

回らなくなり、後に研究者が探しても本

が手に入らない事態が起こります。その

意味でも図書館の蔵書は貴重です。新し

い情報の更新は必要ですが、いつでも閲

覧できるよう、資料的価値の高い本を後

世のために保存する何らかの方策をお

願いします。 

図書館の書架及び書庫は飽和状態にあ

り、維持が困難です。保存すべき資料を

見極め、資料のデジタル化の検討を含め

た資料保存の仕組みを構築できるよう

検討してまいります。 

ウ：参考 

１８ 

 

 

 

 

 

 

第３章 

２ 資料面にお

ける課題 

P30について、最大の課題は資料費の獲

得です。何が原因で資料費が激減してき

たのか。単なるトータル経費の問題では

なく、私は組織内でのプレゼンスの低さ

にその要因の一つを探りたいと考えま

す。市長はじめ組織は、今の図書館（行

政）に関心を持っているでしょうか。市

御提案いただいた各取組等も参考に組

織に役立つ図書館となれるよう進めて

まいります。 

ウ：参考 
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幹部の図書館理解の深度は明らかに予

算査定に影響します。たとえば、市長が

中央図書館を公務で訪問することはあ

るでしょうか。答えは NOです。市 HPに

ある「市長の動き」を見る限り、美術館

と博物館への訪問歴は散見しますが、図

書館は登場しません。組織内に対して図

書館の存在価値を高めることは更に検

討されるべきです。具体的には、各課の

事業検討に対応した文献調査等のレフ

ァレンス（ネットの不安定な情報に依存

するのでなく、エビデンスのある適切な

文献に基づく施策策定を図書館資料の

活用を通じ職員に促す）や、市の施策に

関係する新聞や雑誌記事のスクラップ

を定期的に組織内回覧する。各課専用の

貸出カードを作成し、業務利用で必要な

図書資料の貸出を行う。議会図書室と連

携を図り議員の調査活動の調査支援な

ど、市の施策、事業に絡めた市職員への

支援によって、回り道かもしれません

が、組織に役立つ図書館という理解を浸

透させることは必要でしょう。 

１９ 

 

第３章 

２ 資料面にお

ける課題 

P30（１）市民ニーズに合った資料の収集

と提供 よく本のリクエストをしてい

ますが、その場で借りられることはほと

んどありません。中央館で所蔵していて

も人気のある本の場合１～２年待ちは

ざらです。人気の本は冊数を増やした

り、他の市町から借りるような本は購入

してもよいのではないでしょうか。 

リクエストについて、人気のある本につ

いてはより迅速にお届けできるよう改

善してまいります。 

ウ：参考 

２０ 

 

第３章 

４ サービス面

における課題 

レファレンス機能の強化は、図書館のサ

ービスの基本かと思います。平塚市博物

館には各分野の学芸員がいます。図書館

もそのような形が理想です。 

現在、児童書や一般書、参考図書の選書

等に関して、担当制を導入しています

が、図書館職員としてより専門知識を深

め、市民が必要とする資料やサービスを

提供するため、レファレンス・サービス

等の研修を計画的に実施し、職員の育成

に努めます。 

イ： 

反映済み 
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２１ 

 

第３章 

４ サービス面

における課題 

P32（１）レファレンス機能の強化につい

て、近年、中央図書館 3階の参考室の窓

口の職員の資質が低下していると感じ

ています。専門的職員としての司書の増

員を望みます。 

司書資格保有者を図書館へ配置したり、

県立図書館等が実施している図書館職

員としての専門知識を深めるための研

修へ参加するなどして、職員の育成に努

めています。 

ウ：参考 

２２ 

 

第３章 

４ サービス面

における課題 

P32について、現在、市史編纂が長期に

わたり行われています。また本市の博物

館活動は全国有数の実績を誇っていま

す。その博物館には、毎年度多くの文献

（展示図録など）が全国各地から送付さ

れており、恐らく館内では職員のみが利

用できるものと推察しますが、市史編纂

室や博物館に蓄積された全国各地の文

献資料を図書館と博物館との共有とし

図書館データベースに登録、市民も利用

できるようにすれば、図書館資料が充実

するものと考えます。 

博物館との連携・協力は大変重要である

と考えます。御提案いただいた取組につ

いては、博物館職員とも共有し図書資料

の充実に繋げてまいります。 

ウ：参考 

２３ 

 

第３章 

４ サービス面

における課題 

P32（２）について、地域資料の活用の前

提として、中央図書館が、博物館や各地

区図書館、各地区公民館などと連携し

て、市内各地域の公共施設や住民・事業

者などの手元に残る文字資料および視

聴覚資料の収集と保存をさらに進める

ことを運営の要の一つに盛り込んでく

ださい。 

地域資料のデジタルアーカイブ化やＩ

ＣＴの活用も視野に、資料収集・保存・

活用などの課題については今後、御提案

いただいた取組も参考に組織に役立つ

図書館となれるよう進めてまいります。 

ウ：参考 

２４ 

 

第３章 

４ サービス面

における課題 

アクティブシニアは一応活動的な高齢

者になるのでしょうが、まだしっかり定

義されてないように思います。また、最

もアクティブ生活が不可能な方こそ読

書は重要と思います。併せてアクティブ

シニア活動は主体的に公民館活動にお

任せして、非アクティブ（こういう表現

は差別用語的でよくないと思いますが）

どちらかというと要介護のシニアに図

書が有効ですから利用しやすい体制を

作っていただくのが良いかと思います。 

本編 P33 にアクティブシニアの注釈を

記載しておりますので、御確認下さい。

これからはまさに、「人生 100 年時代」

が到来しようとしています。本市の「100

年ライフに向けた政策ビジョン」（令和

２年３月策定）にも基づき、超高齢社会

に合せた図書館運営を検討してまいり

ます。 

ウ：参考 
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２５ 

 

第３章 

４ サービス面

における課題 

P33「新たな利用者層の拡大への検討」に

ついて、「新しい情報媒体」とは何か。例

がほしい。 

「デジタル化」という表現に改めまし

た。 

ア：反映 

２６ 

 

第３章 

５ 来館出来な

い人へのサー

ビス事業にお

ける課題 他 

市内の各公民館に端末を置き、予約・貸

出・返却ができるようにする。 

隣接の大磯・茅ケ崎の図書館の蔵書を平

塚市図書館で借りられるようにする。自

治体間で蔵書を融通し合うことで、限ら

れた財源を軽減できることにもなると

思います。 

東海大学の図書館や学生と連携すれば、

より高い学問的情報が得られ、また若い

世代のニーズや意見反映の一助にもな

ると思います。 

地域の様々な施設等と連携し資料の提

供手段を考えてまいります。 

県立図書館、他自治体等から資料を借用

して御利用いただける相互貸借制度が

ございますので御利用ください。 

 

 

市の大学交流の一環として東海大学や

神奈川大学の図書館及び学生とも連携

し展示や事業を実施しておりますので

引き続き推進してまいります。 

イ： 

反映済み 

２７ 

 

第４章 

１ 基本理念と

目指す方向 

基本理念に込められた「平塚市図書館が

市民の学びを助けるコンシェルジュの

ような存在となりたい」というコンシェ

ルジュという表現が図書館職員とすぐ

に結びつけられない。 

「コンシェルジュ（案内人）」という表

現に改めました。 

ア：反映 

２８ 

 

第４章 

１ 基本理念と

目指す方向 

基本理念を実現するために、中央図書館

の窓口業務委託を３年で終わりにし、直

営に戻してください。 

〈理由〉 

①「運営のあり方」を実施するには、正

規職員が直接窓口業務に従事し市民と

接し、そのニーズを把握しなければなり

ませんが、中央図書館は窓口業務等の委

託実施をしているので、計画実行を担う

正規職員が市民と接する機会は参考室

だけになってしまいます。 

②窓口業務委託は、民間だから出来るノ

ウハウをほとんど感じておりません。そ

れは他市の直営館でももっとよいサー

ビスをしています。中央図書館は直営で

行い、市民の声を直接聞ける方が大きな

メリットがあると思います。 

限られた財政状況の中で費用対効果か

らの検証を含め、全体最適や選択と集中

の視点から、民間活力を活用することが

必要です。 

窓口等業務委託受託事業者が行ってい

るアンケートでは、利用者から一定の評

価をいただいています。職員は計画実行

等の行政施策の実施へ集中し、市民の意

見を聴く場を設ける工夫をしながら、政

策的な業務の実現を図ってまいります。 

また、受託事業者とも定期的に情報交換

を行い、市民のニーズを捉えるようにし

ております。 

エ： 

その他 
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２９ 

 

第４章 

１ 基本理念と

目指す方向 

基本理念について、理念というよりは理

念の下次の目的のようなものではない

かと考える。「図書館は、基本的人権の

ひとつとして知る自由をもつ国民に、資

料と施設を提供することを、もっとも重

要な任務とする」（日本図書館協会「図

書館の自由に関する宣言」1979年改訂）

という図書館一般の理念を基に捉える

べきではないか。 

お示しいただいた公立図書館一般の基

本理念を基に、より具体的な平塚市図書

館の運営面からの基本理念を捉えてお

ります。 

イ： 

反映済み 

３０ 

 

第４章 

２ 各館の役割 

P38「博物館や関係機関などと連携し」と

ありますが、「図書館と地域の主な読書

環境のネットワーク図」に、博物館が見

当たらないのはなぜでしょうか。 

「公民館・博物館等」を追加しました。 ア：反映 

３１ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

西図書館のあり方について、素案では４

館体制を維持するとあるが、「平塚高村

団地及びその周辺地域における地域医

療福祉拠点整備モデル地区構想」（2019

年１月策定）をみても西図書館を単独の

公共施設として維持されるとは考えに

くい。 

公共施設については、「平塚市公共施設

等総合管理計画」（平成 27年 11月策定）

に基づき、市全体の中で、計画的に施設

の保有量の縮減や長寿命化を図ること

により、財政負担を軽減・平準化して最

適な管理運営を目指しています。今後 10

年間で中央図書館と地区図書館の規模

やサービスをコンパクト化することも

視野に入れ、中央図書館と地区図書館の

役割と業務の見直しを図りながら、４館

体制を維持します。 

エ： 

その他 

３２ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

目指す方向１では、移動図書館サービス

の廃止に伴い公民館図書室と連携しデ

リバリー型の読書整備を中長期的に整

備するとあります。公民館図書室の整備

は移動図書館廃止後ではなく、先行して

実施するようにしてください。 

また、短期的取組として挙げられている

予約資料受取と返却場所の増設ですが、

駅ビル市民窓口センターでの予約本の

受け取りについては図書館を考える会

として２年前から要望しております。早

急に増設してくれるようお願いいたし

ます。 

また、短期・中長期とはそれぞれ何年位

を目指しているのでしょうか。 

移動図書館が担ってきた来館出来ない

人へのサービスは、代替手段の十分な検

討を行い、地域の様々な施設等と連携し

資料の提供手段を考えるなど、地域の実

情に応じた読書環境を整備することへ

移行し、現在提供中のステーション方式

による移動図書館のサービスを廃止す

る方針です。 

駅前市民窓口センターでの予約本の受

取については、現在運営方法等、調整中

です。早急に提供できるよう引き続き進

めてまいります。 

短期とはおよそ５年程度、中長期とは５

年から１０年程度の期間で捉えており

ます。 

イ： 

反映済み 
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３３ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

タウンニュース「あおぞら号廃止の方

針」について、利用人数等をみると仕方

ないかもしれませんが、「あおぞら号」

は新刊本を早く読めたり、中央図書館よ

り本を選びやすくまた予約した本も届

けてもらえて、楽しみに利用させていた

だいています。私にとって本は社会とつ

ながる一つです。地域に本を届ける方法

を検討していただければと思います。 

移動図書館が担ってきた来館出来ない

人へのサービスは、代替手段の十分な検

討を行い、地域の様々な施設等と連携し

資料の提供手段を考えるなど、地域の実

情に応じた読書環境を整備してまいり

ます。 

イ： 

反映済み 

３４ 

 

全体 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

アンケート結果や統計、財政など、多く

のデータを分析されていて、平塚市の図

書館の現状や課題がよくわかりました。

限られた財源の中で、平塚市の図書館が

何を目指すのか、お示しいただく大変さ

も感じました。 

ただ、P39に挙げられている地域の読書

環境を整備する手法は、これから具体的

に検討されると拝察しますが、どの手法

においても、実現には一定の支出を伴い

ます。資料費の確保が難しい財政状況の

中で、事業廃止による単なる経費削減の

イメージではなく、同じ経費でより効率

的、より便利な手法への移行であると考

えます。報道では移動図書館の廃止ばか

りが強調されていますが、策定時には、

読書環境をより豊かにするためのもの

であるという報道となることを祈って

います。 

厳しい財政状況の中で、費用対効果から

検証し、より効果的・効率的な手法で地

域の読書環境を整備する中で、現在提供

中のステーション方式による移動図書

館のサービスを廃止する方針です。より

誤解を招かない表現となるよう、該当箇

所の説明文について、「現在の方式で行

う移動図書館サービスは廃止とします」

から「現在のステーション方式で行う移

動図書館サービスは廃止とします」へ標

記を改めます。 

ア：反映 

３５ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

P39重点取組に「開館時間の変更」とあ

りますが、休館曜日を分けることは利用

者にとって良いことだと思います。開館

時間については地区館の 17 時閉館はあ

まりにも早すぎです。指定管理者制度を

導入した際の目に見えるメリットは開

館時間の延長です。図書館協議会の中で

指定管理者制度の導入後は 9 時 30 分～

18 時と聞きました。これでは現在より

30分延長しただけです。せめて 19時閉

館になるような努力をお願いします。 

開館日数については、利便性と費用対効

果のバランスを取りながら調整してい

きたいと考えています。御指摘のとお

り、来館者の傾向から「就労層は利用し

たくても利用しづらい」という潜在的な

ニーズは見て取れますが、開館時間につ

いては各地区図書館の立地条件、年齢層

及び費用対効果を考慮し検討してまい

ります。 

ウ：参考 
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３６ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

 

 

金目地区には、近くに図書館が無く、不

便さを感じながらもみずほ小学校に来

るあおぞら号を利用していました。この

４月からそのあおぞら号もなくなると

耳にしましたが、あおぞら号もなくなる

とこの地区は図書館から隔離されたよ

うな感覚になります。決定には諸事情が

あると思いますが、この地区に新たに図

書館を設置して頂ければ一番良いので

すが、あおぞら号がなくなるのであれ

ば、金目公民館など身近な施設で本の予

約や予約した本の受け取りが出来る様

にしてください。 

令和３年４月からあおぞら号を廃止す

るということではございません。あおぞ

ら号が担ってきた来館出来ない人への

サービスは、代替手段の十分な検討を行

い、地域の様々な施設等と連携し、予約

本の受取を含む資料の提供手段を考え

るなど、地域の実情に応じた読書環境を

整備してまいります。 

イ： 

反映済み 

３７ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

 

①中央図書館と地区図書館の在り方を

見直されるとのこと、機能的な良い役割

分担などされること賛成です。そして完

成したら市民向けに許される範囲で教

えてください。 

②温かさを感じます。ご提案のすべてよ

いと思います。 

③出来たら現在の蔵書内容を在宅でも

見られるとよいかもしれません。そうす

れば、リクエストもしやすくなります。 

④生活保護受給者の方々は本を求めて

おられると思います。図書館に行くため

の交通費は国の８つの扶助費内では無

理かもしれませんが、図書館で出来たら

きっと文化的なご生活ができると思い

ます。 

⑤書架下段図書を見るための軽量の椅

子（北図書館）をお願いします。 

「これからの平塚市図書館運営のあり

方」策定後、ホームページ等で改めてお

知らせします。 

 

図書館ホームページ「資料検索（詳細

版）」の機能を使用すると詳細な条件を

指定して資料を検索することができ、リ

クエストしやすくなりますので御利用

ください。 

 

図書館への入館、館内での本や雑誌など

の閲覧はどなたでもできますので、より

多くの方に図書館を御利用いただけれ

ばと考えます。 

 

 

軽量の椅子については、北図書館で対応

できるよう検討させていただきます。 

ウ：参考  

３８ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

 

あおぞら号の利用者が金目・岡崎地域で

多いのは、この地域では図書館を利用し

にくいためです。あおぞら号が担ってき

たサービスを地域の読書環境を整備す

る方針とのことですが、どこまで具体的

に計画されているのでしょうか。 

あおぞら号廃止後は、金目地区ではひま

わり文庫がそのサービスの一翼を担っ

ていくことになるのではないでしょう 

移動図書館が担ってきた来館出来ない

人へのサービスは、代替手段の十分な検

討を行い、地域の実情に応じた読書環境

を整備することへと移行する中で、現在

提供中のステーション方式による移動

図書館のサービスを廃止する方針です。

特に金目地域に関しましては、予約本の

受取等も視野に読書環境の充実が必要

と考えております。地域の読書団体や公

イ： 

反映済み 
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か。現在の金目公民館の図書室を縮小す

ることなく、団体貸出冊数の緩和含め、

充実させて欲しいと思います。また、あ

おぞら号には新しい書籍がありますが、

団体貸出でも新しい書籍を地域に回し

て欲しい。また、金目公民館でも予約本

の受け取りを実施していただきたい。 

金目地区では同じ市税を納めているに

もかかわらず公共施設が少なく、いつも

行政に取り残されています。 

民館等と連携を深め今後の展開を計画

してまいりたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

３９ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

 

重点目標２について、神奈川県立平塚ろ

う学校は、地域の学校として出前図書館

のサービスを受けています。いつもあり

がとうございます。毎月１回来校する出

前図書館（あおぞら号）を、幼児・児童

は楽しみにしています。学校図書館や地

域の図書館を利用する時間がとれない

幼児・児童の場合も、図書館で本を選び

借りて読む体験を通して読書の楽しみ

を味わうことができています。出前図書

館が廃止されたら、この機会を子どもた

ちは残念ながら失うことになると思う

と残念でなりません。あおぞら号の存続

を心より望みます。 

移動図書館は来館出来ない人へのサー

ビス事業の一つであり、本編 P24に内容

を記載しておりますので御覧ください。

厳しい財政状況の中で費用対効果から

検証し、より効果的・効率的な手法で地

域の読書環境を整備する中で、現在提供

中のステーション方式による移動図書

館のサービスを廃止する方針です。学校

や施設の要望に応じて訪問する出前図

書館サービスについては今後も継続し

てまいります。 

 

ウ：参考 

 

４０ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」

等 

 

P39・41について、小中学校および幼稚

園への学習支援に、あおぞら号の活用を

検討していただきたいです。今後資料の

配送は活発になると予想されますが、あ

おぞら号があったらさらに何ができる

か、学校と図書館と双方で協議してみて

はいかがでしょうか。子どもたちにとっ

てあおぞら号の存在は、素案 P4「平塚市

図書館サービス方針 ８つの目標（抜粋）

８図書館への関心を深め、愛着を持って

いただく」にはうってつけだと思いま

す。 

現在のあおぞら号は、車体の大きさもあ

り、敷地の広い場所にしか訪問できない

という課題があります。今後、様々な場

所や施設へ訪問できるよう代替車両の

小型化について検討してまいります。 

厳しい財政状況の中で費用対効果から

検証し、より効果的・効率的な手法で地

域の読書環境を整備する中で、現在提供

中の移動図書館のステーション方式に

よるサービスを廃止する方針とし、一定

期間で入れ替え等を行いながら施設等

に本を置かしてもらい、その地域の市民

に自由に利用してもらうようなデリバ

リー型の配本サービス等へシフトして

まいります。 

ウ：参考 
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４１ 

 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

重点目標について、移動図書館の利用者

の多い地区で、サービスの方法の変更

は、慎重に検討していただきたいです。

素案 P25「社会構造や生活様式の変化等

から移動図書館の市民ニーズが低下」と

ありますが、市民ニーズにマッチした移

動図書館を活用したサービスを今一度

探っていただきたいと思います。 

移動図書館の利用者が多い地域に対し

ては、代替手段の検討を十分行い、地域

の様々な施設と連携し、読書環境を整備

してまいります。 

イ： 

反映済み 

４２ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向１

「多様な利用

者をカバーす

る図書館サー

ビス網の構築」 

 

 

たとえ 10 年間で約 3,000 人利用者が減

少しても 8,000 人近くの人があおぞら

号を楽しみに待っています。子育て期や

高齢者は移動図書館を待ちに待ってい

ます。平塚市は文化的なことに対してと

ても消極的であると常々思っていまし

たが、このような時代だからこそ本を選

び読む楽しさを日常に提供できるか知

恵を出してください。目先の利益ばかり

おっているようでは平塚市は魅力のな

い市になってしまいます。移動図書より

幅広くより良い形で皆が利用できる方

法がみつかり、具体的に実践されるまで

はどうかあおぞら号は廃止せず移行で

きるよう熟知してください。 

安定的な図書館運営を継続するために

も、現在の図書館サービスを見直さなけ

ればならない状況です。御指摘の通り、

延べ人数で 8,000 人近くの方が御利用

されていますが、まずは地域の読書環境

を整備することを最優先に、図書館へ来

館しなくても御利用いただける電子図

書館のようなサービスを含め、より多く

の方が図書館のサービスを御利用いた

だけるように取り組んでまいります。 

ウ：参考 

４３ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向２

「時代のニー

ズに合わせた

図書館への転

換」 

概要版、素案にそれぞれ電子図書館のこ

とが記載されていますが、電子図書館の

早期実現およびロードマップ（時期の明

確化）、講習会や場合によっては Pad の

貸し出しなども視野に入れた導入方針

の策定が必要と考える。 

図書館という場所や管理にコストをか

けるだけでなく収益化を考えられない

か。新刊など 50 人待ちなどになること

もあるが、その場合など購入することを

勧めることで、アフィリエイトの導入、

または、大学の生協のように 1割引きで

購入できるなどの本屋さん的な制度の

導入なども検討して欲しいです。 

「これからの平塚市図書館運営のあり

方」は、図書館運営の方向性をまとめた

ものであり、各施策の実現に向けた目標

や進捗管理については、別途実施してま

いります。また、タブレット型端末の講

習会や貸出については、他市の事例や他

部署との連携なども視野に入れ検討し

てまいります。 

将来にわたって持続可能な図書館運営

を図るためには、経常的な経費の節減を

不断に進めるとともに、幅広い財源確保

が必要です。図書館法第１７条の「図書

館無料の原則」を遵守しつつ、独自の歳

入確保に努めてまいります。 

ウ：参考  
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４４ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向２

「時代のニー

ズに合わせた

図書館への転

換」 

電子図書館について、コロナのような感

染症が流行していている時や来館でき

ない人へのサービスとしてはよい方法

かもしれませんが、どれくらいのニーズ

があるのでしょうか。 

少ない予算の中で平塚市の図書館に市

民が望んでいることは、移動図書館廃止

後のサービスや現在すでに来館が難し

い人へのサービス及び複本を増やし、ど

この図書館（中央館・地区図書館３館）

でも魅力ある本に出会える、出会えるよ

うな工夫が必要です。 

「誰もがいきいきと学べ、自慢できるお

役立ち図書館」になるためにも、まず紙

の本の充実を、それから電子図書館だと

思います。 

電子図書館は、電子化された図書を図書

館に行くことなく借り、読むことができ

るため、図書館に来館が難しく御利用い

ただいていない市民や平塚市図書館協

議会からも早期導入の要望をいただい

ています。 

従来の紙媒体の資料とデジタル資料を

補完し合いながら総合的に資料費を確

保し、時代のニーズにあった蔵書構成へ

と充実してまいります。また御提案いた

だきました市民が望む図書館サービス

については、並行して検討してまいりま

す。 

 

 

ウ：参考 

４５ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向２

「時代のニー

ズに合わせて

図書館への転

換」 

①最近は「図書館」のイメージを広げた

図書館もできているように思いますが、

「図書館は読書を楽しむ場」にできるだ

け限定していただきたいと思います。現

在は「図書館」として「本」を中心にし

た充実した環境を切にお願いします。 

②100年人生という捉え方は賛成です。 

③小学校から大学までの各学校の図書

館は相当充実していますので、学校との

連携を十分にとっていただき蔵書構成

を検討していただきたいと思います。 

④子育てに悩む保護者は多くなりまし

たので、子育てに関する蔵書は豊富にし

ていただきたいと思います。 

⑤視聴覚ライブラリー 

視聴覚資料について、破損等の発見を窓

口の方に伝えようとすると、大変嫌な雰

囲気になります。「優しく暖かい雰囲気

で」しっかり聞いていただいて受け止め

ていただいてテープの扱いを決めてい

ただければいいのです。 

2019年に実施した市民アンケートでは、

静かな読書環境を望む声が多かった一

方、グループで学習や仕事が出来たり、

飲食や会話をするスペースを望む声も

ありました。図書館の利用の仕方による

エリア分け等が求められていると考え

ます。 

貸出傾向や利用者の声も参考に、蔵書を

構成してまいります。 

 

 

 

 

 

視聴覚メディアの変化やインターネッ

トの普及等により利用者のニーズが変

化し、視聴覚ライブラリーの運営も大き

な転換期を迎えております。今後視聴覚

資料の扱いを含め検討してまいります。 

ウ：参考 
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４６ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

P41重点目標の中で、「図書館員職員の育

成」とありますが、指定管理者制度の導

入や窓口業務委託の中で民間の職員を

どのような方法で育成していくのでし

ょうか。実際には指定管理や委託職員の

育成はその民間会社がしますので、直

接、図書館が関わることができないと思

います。 

市職員はもちろん、指定管理者や委託受

託事業者の職員が業務を行うにあたり、

図書館職員として育成していくことは

とても大切なことだと考えています。仕

様書等に職員研修の実施を盛り込むな

ど、指定管理または委託期間中は、図書

館サービスが安定的、継続的にサービス

が提供可能な状態にあるかなどを把握

し、協議等を行ってまいります。 

ウ：参考 

４７ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

P41重点目標の中で、「学校図書館に対す

る支援と体制の確立」とありますが、学

校側の受け皿である学校司書の出勤時

間数を増やさない限り、学校支援は難し

いのではないでしょうか。また、学校司

書の所属を図書館に変更すると、命令系

統がすっきりし支援がしやすくなると

思います。 

今後も担当課間の連携を密にして取り

組んでまいります。また、実施していく

中で必要に応じて見直し等も検討して

まいります。 

ウ：参考 

４８ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

P41重点取組の中で、「市民協働の図書館

づくり」とありますが、市民協働として、

図書館を利用して自己実現をしたり、参

加者同士の交流の場として図書館を利

用するという意味にとれますが、そうで

はなく図書館でいう市民協働とは市民

が図書館員と協力してよりよい図書館

を作っていくということだと思います。

たとえば友の会のようなもので、図書館

職員だけではできないことを市民が協

力し、またその反対もあるということだ

と思います。 

市民協働の図書館づくりとは、御指摘の

通り市民と図書館職員が協働し、よりよ

い図書館づくりを目指す取組はもちろ

ん、基本理念の実現のため、図書館を一

つの居場所と捉え、個々人の利用を交流

につなげていくことも必要であると考

えています。 

ウ：参考 

４９ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

①北図書館の職員は、労力を惜しまずに

対応してくださってますが、「要望を出

させていただいたとき」急に構えられ 

急に厳しい表情と口調になられます。そ

の要望はリクエストさせていただいた

ときです「購入できるかどうかわかりま

せん」と冷たくおっしゃいます。マニュ

アルを作成していただいて、リクエスト

に対する回答をきちんとお示しくださ

い。また、新刊の雑誌について、その月

の雑誌が提示されたときには既に新着

号の予約があるように思います。その月

リクエストいただいた図書を提供でき

ない場合など窓口カウンターにて利用

者にお伝えするようにしておりますが、

再度接遇について注意喚起を行い、市民

サービスの向上を図ってまいります。 

雑誌の予約についてですが、最新号は発

売日以降に各図書館の窓口、インターネ

ットから受付を開始しております。御希

望の場合は、最新号の発売日以降に予約

をお願いいたします。なお、予約の順番

は受付日時順となっております。 

ウ：参考 



 

18 

 

の雑誌が掲示されてから予約を受ける

ようにはできないのでしょうか。 

②職員の方々のレファレンス・サービス

に向けての研修では、温かな雰囲気と笑

顔（困ったときも）、まずは相談内容、要

望の受容、利用者への傾聴、そして要望

を実感としてわかって差し上げる→共

感がお願いできたらと思います。 

５０ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

P41では、図書館職員の存在が欠かせな

いとの考えが示されました。その通りだ

と思います。そのためには、有資格の司

書の専門職採用と研修、学校図書館への

司書の有資格学校司書の配置と研修に

ついて、重点取組に入れてほしいです。

図書館職員、学校司書の現状についても

示してほしいです。 

司書資格保有者を図書館へ配置したり、

県立図書館等が実施している図書館職

員としての専門知識を深めるための研

修へ参加するなどして、職員の育成に努

めています。また、小・中学校では司書

の資格を有した司書教諭と全校に配置

されている学校司書及び図書ボランテ

ィアが連携し、学校図書館を運営してい

ます。 

ウ：参考 

５１ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

重点取組「幅広い財源確保の検討」につ

いて、４代目あおぞら号の購入・維持費

用を、クラウドファンディングやネーミ

ングライツの活用で賄うことができる

か検討していただきたいです。 

現在のあおぞら号は、車体の大きさもあ

り、敷地の広い場所にしか訪問できない

という課題があります。今後、様々な場

所や施設へ訪問できるよう代替サービ

ス車両の配備について財源確保の方法

を含め、検討してまいります。 

ウ：参考 

５２ 

 

第４章 

３ ３つの目指

す方向 

目指す方向３

「豊かな学び

を支援する図

書館」 

Ｐ41「重点目標２．学校図書館に対する

支援と体制の確立」について、「学校図

書館における選書や授業に対するレフ

ァレンスなどを実施する体制の確立に

努めます」とありますが、これは本来的

に学校図書館司書の役割ではないでし

ょうか。脆弱な本市学校図書館のフォロ

ーを中央図書館が担うことが必要とさ

れているのかもしれませんが、先ずは、

学校図書館司書の待遇改善や研修計画

立案などを行う学校図書館政策の司令

塔的部署（たとえば荒川区の学校図書館

支援室）を教育委員会に設置すべきで

す。現行のままで支援体制を構築するこ

とは懸命でないと考えます。 

今後も担当課間の連携を密にして取り

組んでまいります。また、実施していく

中で必要に応じて見直し等も検討して

まいります。 

ウ：参考 
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５３ 

 

全体、その他 計画書は一般論（総論）で、作文として

問題ないと思いますが、具体的な内容を

欠いていると感じます。様々な拡張機能

につい述べられていますが、図書館の主

な機能は、「好きな時に、好きな本を、借

りて読むことができる」ことに尽きま

す。この点に関して特に機能・内容の充

実を希望します。 

①市外図書館との連携の強化 

市外の図書館の資料についての要望と

して、リクエストから取り寄せまでの期

間の短縮、貸出期間の延長制度の導入、

取り置き期間を貸出期間に加えて取り

置き期間の初日に借りた場合には貸出

期間を３週間とする等一元化すること

（平塚市図書館所蔵資料についても同

様の対応に）について検討をお願した

い。 

②図書館内の整備 

図書館内の書棚の最下段には本を置か

ないでほしい。中央図書館の文庫本の窓

側書架を上までのばし、空間を有効に活

用してほしい。 

「これからの平塚市図書館運営のあり

方」は、中央図書館、地区図書館及び移

動図書館がどうあるべきかについての

方向性をまとめたものですので、各事業

や図書館の御利用に関する具体的な内

容については記載していません。 

 

 

相互貸借資料（市外の図書館の資料）は、

県立図書館、他自治体等から借用してい

る資料です。そのため、取り寄せや返送

にある程度の日数がかかるため、神奈川

県内統一の運用により、貸出期間の延長

は承れない状況です。また、取り置き期

間と貸出期間の一元化ですが、平塚市の

図書館の設置及び管理等に関する条例

施行規則では現在、貸出期間は手続きを

行った日から１４日以内としています。

限られた資料を多くの方に御利用いた

だくために御協力くださいますようお

願いします。 

図書館内の書棚については御利用いた

だきやすい配置にできるよう工夫して

まいります。 

ウ：参考  

５４ 

 

全体 全体として、市民を対象にパブコメの意

見を求めるにしては、文章の組み立てが

わかりづらい。 

全体の構成は、第１章 策定の趣旨、第

２章 平塚市図書館の現状、第３章 平塚

市図書館の課題及び第４章 そこから導

き出した理念と目指す方向という構成

になっています。 

ウ：参考 

５５ 

 

全体 なぜこのあり方が必要なのか、具体的な

理由づけに乏しいと感じる。生き生きと

学ぶことが市民の福利厚生につながる、

というのは否定しないが、学びは高給の

雇用につながり、市民の生活レベルが向

上し、市の財政を潤すばかりでなく、地

元に起業の基盤をもたらすことにもつ

ながる。首都の通勤圏にあり、高い教養

を持つ市民を抱えているのだから、その

知力、アイデアを地元で開花させる拠点

として、図書館や大学は非常に重要な施

設である。単に知識配信のセンターとし

策定の趣旨については、P1～2「第１章

１策定の趣旨」を御覧ください。 

本市の市政運営の総合的指針である「平

塚市総合計画～ひらつか NEXT（ネクス

ト）～改訂基本計画」でも、分野別施策

に「豊かな心と文化をはぐくむまちづく

り」を定めておりますので、図書館が果

たす役割を再度認識し、図書館運営を進

めてまいります。 

ウ：参考 
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て機能するだけならば、貸し出しのため

の webサイトと宅配便だけでも済む。し

かし、地元で起業のアイデアを醸成する

ための議論や勉強会というものはオン

ラインだけでは難しい。そういった動き

の中心に、なって欲しい。 

５６ 

 

全体 全体的に感じたのは、図書館運営という

公共性の大変高いサービスに過度なコ

スト意識はそぐわないという点です。民

間企業のような目線、単純なコスト基準

ではすくい取れないきめ細やかなサー

ビスの質が失われるようでは公共事業

としての意義が問われてしまいます。特

にこの度の素案でもっとも懸念される

のが移動図書館「あおぞら号」の廃止で

す。代替案として利用者の多い地域の公

民館を図書館のサテライトとすること

には賛成です。しかし、それでもカバー

しきれない地域、利用者はあり、図書館

施設の拡充が十分でないままに移動図

書館を全面的に廃止することには反対

です。例えば最近私の利用する路線バス

の時刻表が改定され、運行便が大幅に減

便になりました。高齢者には免許を返納

する人も増える中、公共交通機関の便も

悪くなってきています。たとえマイカー

が使えて既存の施設図書館に行こうと

しても、駐車場が有料（これは公共施設

には許しがたい問題です）だったり狭く

て止められなかったりと、すでに来館そ

のものに二の足を踏むようなお粗末な

状況です。移動図書館にはまだ役割が残

っているのではないでしょうか。より良

い図書館運営にしていくためには優秀

な人材は不可欠です。安易な人件費削減

で司書業務、図書館運営が停滞すること

のないよう願います。誰もが本に親し

み、心を豊かに育むことのできる、あた

たかい図書館を、どうか市民と一緒に作

り上げていって欲しいと思います。よろ

しくお願いします。 

限られた財源の中でも、市民の安全が確

保され、市民が幸せな暮らしを実現する

ことができるまちを目指すには、市民、

企業、行政など様々な主体が適切な役割

分担の下で連携し、力を発揮できること

が重要です。平塚市図書館は平塚市が設

置しておりますので、持続可能な行財政

運営をしていくために、長期的な展望を

見据えつつ、「選択と集中」の考え方を

基本とし、各施策を進めていく必要があ

ります。現在提供中のステーション方式

による移動図書館のサービスを廃止す

るにあたっては、現在利用者が多い地域

に対しては十分な代替手段の検討を行

います。 

また、「市民協働の図書館づくり」を重

点取組の一つとしています。 

ウ：参考 
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５７ 

 

全体 全体に読みにくく何が書いてあるのか

分かりにくい。普通の市民が読んで意味

がわかりやすい文章にしてほしい。 

目標や取組に対する成果指標について

の言及がほしい。重点目標や重点取組に

「検討する」「努める」などとあるが、そ

れぞれの項目があいまいなので、挙げら

れている項目を一つでも検討した実績

があればよいことになってしまう。方向

性を示したものだとしても、ゴールに対

してどこまで進んでいるのか市民が理

解し、評価できるようにするべきではな

いか。市民が「自慢できる」図書館にな

るには、自慢できるポイントが見えてい

なくてはいけない。評価は図書館協議会

がするのだとしても、行政と図書館関係

者だけが、何に取り組み何を整備したの

か知っているという状態は図書館法第 7

条の 4にも反するのではないか。 

市民にわかりやすく成果を伝える努力

をしてほしい。 

市民に近づこうとする姿勢がほしい。図

書館を自分に近いことと感じてもらえ

る努力が必要だと考える。まず、気に 

してもらえるように、そして役に立つと

思ってもらえるように、それから好きに 

なってもらえるように工夫してほしい。 

図書館に来てくれればお役に立ちます

という姿勢では、そもそも興味を持って

ももらえない。積極的なアピールを検討

し、できれば「これからの平塚市図書館

運営のあり方」にも反映してほしい。 

目指す図書館像がわかりにくい。今回、

パブリックコメントの参考にするため

に、いろいろな自治体の図書館計画読ん

だが、それぞれ個性的だった。立地など

様々な条件のもとそれぞれの理想を持

ち、だからこういう図書館を目指すの

だ、という方向性を示しているものが多

い印象だった。「これからの平塚市図書

館運営のあり方」は、「理念と目指す方

「これからの平塚市図書館運営のあり

方」は、中央図書館、地区図書館及び移

動図書館がどうあるべきかについての

方向性をまとめたものです。図書館計画

ではありません。各施策の実現に向けた

目標や進捗管理については、御意見など

を参考にし、別途実施してまいります。 

ウ：参考 
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向」がぼんやりしていて、現在の図書館

の延長のような印象を受ける。全体を通

して読んでも、何を理想とし、どこに注

力しようとしているのかイメージでき

ない。厳しい財政状況と言いながら、設

備以外はサービスを全方位にがんばり

ます、と言うのでは矛盾するのではない

か。今ある課題を解決することは大事だ

が、どんな理想を持ってどんな図書館を

目指するのか、「これからの平塚市図書

館運営のあり方」で分かりやすく示して

ほしい。 

図書館の使命とは何かという視点がほ

しい。全体を通して、財政的、行政的視

点からの要請に応えようとする姿勢を

強く感じる。コスト意識は大事だが、コ

スト削減のために図書館の使命を忘れ

てしまっては本末転倒だろう。 

図書館は教育機関であり、学習権（教育

を受ける権利）、学問の自由、生存権、 

表現の自由と知る権利等を保障する機

関だ。利用者がそのように感じられない

としたら、図書館のアピールや工夫が足

りないということになる。 

図書館は利用者の権利を保障する砦な

のだという気概が感じられる「これから

の平塚市図書館運営のあり方」であって

ほしい。「米百俵」の話を引くまでもな

く、将来稼げる人をつくる、稼げる人に

選んでもらえる都市であるためにも、戦

略的に図書館財政を考える必要がある

と、庁内でもアピールできる図書館であ

ることを望む。 

５８ 

 

その他 図書館とＳＤＧｓとの関わりについて、

資料の充実及び図書館職員への啓発研

修の実施、学校図書館への資料教材など

のアドバイスやフォローが必要だと考

える。 

図書館はＳＤＧｓの普及啓発において

大切な役割を担っていると考えます。Ｓ

ＤＧｓへの理解を深めるため、ＳＤＧｓ

を意識した蔵書や展示、職員への研修等

積極的に実施してまいります。 

ウ：参考 
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５９ 

 

その他 図書館は本の貸し出しだけでなく情報

提供もあります。聴覚障がい者がいなく

ても手話、字幕が普通に情報提供してい

たら、みんな、気になります。そこから、

人間平等に繋がり、本などの興味も増え

ると思います。 

他に、大学生とか受験生だけでなく、社

会人も勉強できるスペース、障がい者関

係なく、誰でもリラックスできるスペー

ス、人と繋がるための情報提供(読み聞

かせなど)するためのスペースが必要に

なると思います。 

子ども読書活動推進計画（第４次）では、

障がいのある子どもたちや外国語が母

語の子どもたちへの支援を充実させた

いと考え、「手話での読み聞かせ」など

を実施する予定です。素案では、電子図

書館などのＩＣＴを活用した図書館サ

ービスへの転換、来館による図書館利用

が困難な方々にも図書館資料を利用し

ていただけるようアウトリーチサービ

スの充実など、より多くの方に情報を適

切に提供できるよう、検討してまいりま

す。また、現在の施設を活用し利用者の

ニーズにあわせたスペースの提供がで

きるように工夫してまいります。 

ウ：参考 

６０ 

 

その他 現市長は公約に文化をうたうものの、現

実は行革優先で資料費は減り続けてい

る。一方、指定管理者制度という民営化

に前向きで令和４年度から地区図書館

３館での導入を目前としている。素案で

は、平塚市がこれまでに積み上げてきた

「市民文化基本構想」や「自治基本条例」

の精神をどのように包摂し反映してい

るのか、特に「協働」というコンセプト

について見解を質したい。 

本市を取り巻く状況は、非常に厳しく、

人口の減少や高齢化、税収の減少など、

多くの課題に直面しています。そのよう

な状況下では、すべての施設及び行政サ

ービスを維持し続けることは困難とな

っており、効率的な行政サービスが求め

られています。また、「市民協働の図書

館づくり」を重点取組の一つとしていま

す。市民協働を取り入れ、市民目線の柔

軟な発想やスキルを地域の課題解決に

結び付け、活動する方にとって、図書館

を自己実現や参加者同士の交流の場と

していきたいと考えています。 

イ： 

反映済み 

６１ 

 

その他 素案では時代の新しいニーズを強調し

ているが、図書館から積極的に働きかけ

る取り組みが必要である。図書館の「中

立性」をタテにして図書館が無関心でい

るのではなく、市内の課題や関心事に対

して、図書館が情報を積極的に提供する

必要がある。住民が考える材料を手にす

るという意味で「役に立つ」のが図書館

の使命であり、図書館は、市民・住民の

目線を尊重して資料提供（選書）を図る

べきである。 

目指す方向３「豊かな学びを支援する図

書館」となるために、市民ニーズや地域

の課題を把握し、図書館職員としての専

門知識を深め、市民が必要としている資

料やサービスを提供するため、職員の育

成に努めてまいります。 

イ： 

反映済み 
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６２ 

 

その他 図書館がまちづくりに文化創造の場と

して深く関わりがある、だからもっと市

民と行政とで将来像を豊かで具体的な

ものにする必要があるのではないでし

ょうか。密室で決められたことを上から

おろす仕方は否定されました。今の時代

ならではの、「共生図書館」を望みます。 

中央図書館、地区図書館及び移動図書館

がどうあるべきかについての方向性を

まとめた「これからの平塚市図書館運営

のあり方」を策定後、共生の視点を取り

入れつつ、具体的な施策を推進してまい

ります。 

ウ：参考 

６３ 

 

その他 広報的紙面にはできるだけ横文字には

日本語も付けていただけると幅広い年

齢層、状況の方々にわかりやすいと思い

ます。例えば、レファレンス、コンシェ

ルジュ、レファレンス、クラウドファン

ティング、ネーミングライツなど。 

「コンシェルジュ（案内人）」という表

現に改めました。 

なお、レファレンス・サービスについて

は、P22で説明しておりますので御参照

ください。 

ア：反映 

（一部） 

６４ 

 

その他 タウンニュースで「あおぞら号廃止の方

針」を読んだ。現在のあおぞら号や図書

館老朽化や利用者の動向や時代の要請

を鑑みてどうあるべきか市民に広く意

見を求めたことは評価に値するが、もっ

と早く広報すべきである。素案の詳細は

知らないが、図書館の果たす役割は極め

て重要であり、平塚の教育の多くを背負

ってることを重く受け止めて欲しい。計

画を実行するためには机上の空論でや

るのではなく、全国の図書館を回ってい

いところ取りをして知恵・創造力を結集

して綿密に計画を絞ってやって欲しい。

平塚市教育委員会及び図書館の検討を

祈る。 

中央図書館、地区図書館及び移動図書館

がどうあるべきかについての方向性を

まとめた、「これからの平塚市図書館運

営のあり方」素案及び概要版を作成し、

市民の方等から意見を募集しました。募

集にあたっては各施設への配架やホー

ムページ、広報ひらつかなどでも周知し

ました。 

ウ：参考 

６５ 

 

その他 

 

ＧＩＧＡスクール構想について、学校図

書館整備を対立的にとらえるのは合理

的ではないと考えるが、見解を伺いた

い。また、電子配信サービスの提案は唐

突感を否めないが、どのくらい準備に時

間をかけたのか。この導入が減少し続け

る平塚市の資料費（図書費）に追い打ち

をかけないか知りたい。 

電子図書館は、電子化された図書を図書

館に行くことなく借り、読むことができ

るため、図書館に来館が難しく御利用い

ただいていない市民や平塚市図書館協

議会からも早期導入の要望をいただい

ています。従来の紙媒体の資料とデジタ

ル資料を補完し合いながら総合的に資

料費を確保し、時代のニーズにあった蔵

書構成へと充実してまいります。 

エ： 

その他 

６６ 

 

その他 おおがかりな電子化も必要ですが、いま

できることで図書館利用を促すことも

大切だと思います。 

図書館ホームページのリニューアルに

ついては、システムの関係上早期の実現

は難しいですが、各ページの見せ方や情

エ： 

その他 
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まず、図書館 HP のリニューアルを進め

てください。トップページは、閲覧者を

引き付けられるような工夫をしてくだ

さい。いまどんなことが行われているの

か、コロナ対策で設置されているブック

クリーナーのお知らせはどこにあるの

かわかりませんでした。「NPO法人ぜんし

ん」の方々との市民協働事業も、本素案

を読むまで知りませんでした。せっかく

現在もさまざまな取り組みされている

のにもったいないです、魅力的なコンテ

ンツはいろいろあると思います。HPでぜ

ひわかりやすく紹介してください。 

報の提供について、改善できるよう検討

してまいります。 

６７ 

 

その他 国の定める指定管理者制度には不備が

多く、公共施設には適当でないと思って

います。 

導入済みの自治体の動向も注視し、令和

４年度の地区図書館への指定管理者制

度の導入に向けて取組を進めてまいり

ます。 

エ： 

その他 

 

＜お問い合わせ先＞ 

平塚市中央図書館 管理担当 

電   話：0463-31-0429 

電子メール：library@city.hiratsuka.kanagawa.jp 

 

 

 

 

 

結果公表日 

令和 ３年 ４月２８日（水） 

 


